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局・名古屋法務局のいずれかの、英語及び
中国語の通訳が配置された人権相談室の電
話に自動的に接続されます。固定電話、携
帯電話、公衆電話、ひかり電話及びＩＰ電
話からも利用が可能となっていますので、
悩みがある外国人の方がおられたら次の電
話番号を教えてあげてください。

　人権とは、人間が人間らしく生きる権利
で、生まれながらに持つ権利であり、誰に
とっても身近で大切なもの、日常の思いや
りの心によって守られるものだと私たちは
考えています。
　しかし、現実の社会では、保護者等から
の虐待やパートナーからの暴力といった事
案が発生しています。また、高齢だから、
障害があるから、同和地区出身者だからと
いうことで差別を受けるという事案も発生
しています。どれも悲しく痛ましい人権問
題です。
　ところで、外国人であることを理由に、
アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒
否されるという事案が発生しています。そ
の解決のためには、文化等の多様性を認
め、外国人の生活習慣等を理解・尊重する
ことで、偏見や差別をなくしていく必要が
あります。
　法務省の人権擁護機関では、日本語を自
由に話すことが困難な外国人からの人権相
談については、以前から、一部の法務局や
地方法務局に「外国人のための人権相談
所」を開設し、相談に応じてきました。観
光立国の推進等により、日本に入国する外
国人は増加しており、平成26年は、
1,415万人(再入国を含む。)と、過去最高
の数となっていますが、言語、宗教、習慣
等の違いから、外国人をめぐる様々な人権
問題の増加が予想されるところです。人権
問題を抱える外国人等が容易に人権相談が
できるようにするとともに、外国人等が安
心して日本で暮らせることができるよう、
法務省の人権擁護機関では様々な取組を
行っています。その一つとして、本年10
月１日から「外国語人権相談ダイヤル」が
実施されています。相談者からの電話の発
信地域に応じて、東京法務局・大阪法務

■平成8(1996)年設立
■代表　アダルシュ　シャルマ
■〒630-8014　奈良市四条大路5-2-41
TEL/FAX　0742-35-2262
E-mail　adarshyu@gmail.com
■学習希望等お問合せ
〈英語〉0742-35-2262（アダルシュ　シャルマ）
〈中国語〉0742-43-0626（森本）
〈ポルトガル語〉0742-51-6338（金山）
☆ボランティア募集中!!
資格や経験、年齢、性別など関係なくどなたでも
参加できます。
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■ナラ・ファミリー&フレンドとは？
地域で暮らす外国人児童やその家族をサポート

するための市民グループとして、平成８（１９９６）
年、ナラ・ファミリー＆フレンドは誕生しまし
た。地域の中での助け合い運動のような形で、活
動を始めました。色々な国の子どもたちやその家
族が、思う存分母語で話したり、悩みを話したり
する場になることを目的にしています｡
　日本に来て、「どうしていいか分からない、
誰に聞いていいのか分からない…」と戸惑って
いる外国人が、地域でスムーズに生活するため
のサポートとなれるよう活動しています。

■こんな活動をしています
現在、ナラ・ファミリー＆フレンドでは、

約２０名のボランティアが、毎週日曜日午前
１０時から奈良市中部公民館で活動していま
す。日本に住む人と外国人との相互理解を深
めるための異文化交流イベントを行ったり、
外国籍の子どもたちの学習支援などを行った
りしています。ボランティアには、地域の方
や学生も多く参加しています。地域で生活す
る外国人は日本の文化や習慣で知らないこと
が多く、そのことがトラブルの原因になるこ
とがあります。そんな時こそ、地域に共に住
む身近なボランティアが、ちょっとした相談
にも細やかに対応するようにすることが大切
だと考えています。

■気軽に相談できる相手を・・・
活動のなかで、参加者から地域や学校のこ

となど知らないことが多く困っているなど、
日常の様々な悩みについて相談を受けること
が多くあります。改まった相談ということで
なく、なにげない会話の中でこそ、本当に
困っていることを打ち明けられるのではない
でしょうか。
　中でも、一番多いのは医療に関する相談で
す。「病院の所在や、診察の際の説明内容が
分からない、救急時の対応など、必要なとき
に必要な支援になかなかたどり着かない」こ
とも多いといいます。
　医療は、生活や健康に密接に関わる大切な問
題です。ですから、できるだけ速やかにサポー
トするために、地域で気軽に相談できる相手を
たくさん作ることが必要だと考えています｡

ナラ・ファミリー&フレンド

■これから
ナラ・ファミリー＆フレンドの活動は、と

ても楽しいものです。言葉の壁は自分自身で
乗り越えるしかないのですが、わたしたちが
少しでもその手助けをしていけたらと考えて
います。なぜなら言葉を知ることは、その社会
を知る第一歩になると確信しているからです｡
　私たちの活動は、少しずつでもワンステッ
プ・ワンステップ進み、かつ継続することが
重要だと考えています。
　一時期、ワッと盛り上がって、おしま
い！！では本当の支援になりません。継続す
るということは難しいですが、地道に努力し
続けていきたいと思います。
　わたしたちの活動に参加しているボラン
ティアは、外国語が堪能な人だけではありま
せん。言葉が分からなくても、活動に参加し
ていただけます。言葉だけでなく、「心で伝
えること」。これこそ、真の国際交流につな
がっていくと考えています。ぜひみなさん
も、私たちの活動に参加してください。

奈良地方法務局人権擁護課
奈良市東紀寺町3-4-1
☎0742－23－5457

電話番号は
　英語による相談を希望される場合は、
　　　０５７０－０９０９１１
　中国語による相談を希望される場合は、
　　　０５７０－０５０１１０

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

日本に居住している外国人に関し、

現在、どのような人権問題が起きて

いると思いますか。（複数回答％）

内閣府 

「人権擁護に関する世論調査」 

（平成24年８月調査から) 

○風習や習慣等の違いが受け入れられないこと
【 34.8％ 】
○就職･職場で不利な扱いを受けること
【 25.9％ 】
○アパート等への入居を拒否されること
【 24.9％ 】
○じろじろ見られたり、避けられたりすること
【 15.9％ 】
○差別的な言動をされること
【 15.0％ 】
○職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること
【 12.9％ 】
○結婚で周囲の反対を受けること
【 12.5％ 】
○宿泊施設､店舗等への入店や施設利用を拒否されること
【 6.3％ 】
○特にない、わからない
【 34.8％ 】

外国人の人権について外国人の人権について


